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───────────────────────────────────────── 

○事務局職員
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○審査事件等 

 薩摩川内市人口ビジョン及び総合戦略の策定について 

 ・ 市総合戦略検討委員会（第３回）の協議経過等について 

  ⑴ 地方創生に向けた課題認識と課題解決の方向性及び検討のポイント並びに総合戦略の検討手順について 

⑵ 市民ニーズ及び既存施策の把握について 

⑶ 薩摩川内市の産業の特徴と強みについて及び検討委員会での意見等について 
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△開  会 

○委員長（川畑善照）ただいまから地方創生特

別委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により、審査

を進めます。 

 なお、本委員会は、９月定例会の最終日に調査

報告を行う予定でありますが、その際、地方創生

の取り組みについて当局に対し、少しでも提言が

できたらと思いますので、委員の皆様の積極的な

意見の開陳をよろしくお願いいたします。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。

現在、傍聴の申し出はありませんが、会議の途中

で傍聴の申し出がある場合は、委員長において随

時許可いたします。 

────────────── 

△薩摩川内市人口ビジョン及び総合戦略の

策定について 

○委員長（川畑善照）それでは、薩摩川内市人

口ビジョン及び総合戦略の策定についてを議題と

します。 

────────────── 

△地方創生に向けた課題認識と課題解決の

方向性及び検討のポイント並びに総合戦略

の検討手順について 

○委員長（川畑善照）まず、市総合戦略検討委

員会の第３回の協議経過等に関し、地方創生に向

けた課題認識と課題解決の方向性及び検討のポイ

ント並びに総合戦略の検討手順について、当局に

説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）事務局でござい

ます。おはようございます。 

 説明に入ります前に、前回の委員会におきまし

て副委員長のほうから御質問いただいた件、答弁

できていない点がございましたので、判明した状

況だけ、１点だけ説明させていただきます。 

 先般の委員会の中で、出生率、死亡率の変化が

あった部分が、平成２３年度に、前年度よりかな

り高く出生率が動いているがどういうことだった

のかということの御質問をいただきました。この

ほか２点いただきましたが、２点につきましては

まだ解析等ができておりませんので、わかったこ

の出生率等の動きについてだけ説明申し上げます。 

 データを確認しましたところ、データの取り扱

いには問題がないということがわかりましたので、

現実、市民健康課のほうにどのような形で出生率、

死亡率等が平成２３度上がったのかということを

確認いたしましたが、具体的には、この要因によ

って何名上がった、何ポイント上がったという回

答はできないということになりました。 

 ただし、状況的には平成２２年、平成２３年の

変化につきまして、特に出生率の上昇については、

本市が実施しております子ども医療費の無料化に

伴って環境が変化したことから、それを一時的な

要因として係数のほうが上回ってきているのでは

ないかというような状況となっているところでご

ざいますので、その点、本日報告をさせていただ

きまして、引き続き、その他に要因がないかとい

うことについては、状況等分析しながら次回以降、

また回答させていただきたいと思います。 

 では、早速でございますが、お手元のほうに第

３回の薩摩川内市総合戦略検討委員会の資料を準

備いただきまして、まず、資料１でございます。

委員長のほうからございましたとおり、地方創生

に向けました課題認識、総合戦略を考える際のポ

イントということで、資料の１を準備をさせてい

ただいております。 

 めくっていただきまして２ページをお願いいた

します。 

 事務局におきまして、本資料をつくりました経

緯を若干触れさせていただきますと、第１回、

２回の検討委員会等におきまして、多方面からの

意見をいただいたわけですが、議論の方向性を絞

り込んでいくといいますか、統一化していく意味

から、２ページの整理をしたところでございます。 

 地方創生に向けました課題認識としまして、こ

れまで左上の人口分析に見ます傾向とし、四角囲

みの中に書いてありますとおり、人口減少と少子

化の進展、また、特殊出生率等につきましては、

国、県より高い状況であること、一方で、全体的

に転出超過であり、若手層の転出超過が目立つ一

方で、５５歳以上の転入等もあるということ等を

見ながら、人口分析等の傾向をしたところでござ

いますが、これに対しまして人口の変化、減少に

伴う影響として、大きく五つの区切りの中で四角

囲い、下のほうに示してありますが、人口減少に
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伴います雇用面等の影響としましては、廃業に至

るような事業者の増加や、地域産業の発展と雇用

の増加といった部分では懸念がある。 

 一方で、基幹産業であります一次産業分野にお

いては、耕作放棄地等の拡大等が懸念される。ま

た、若者の雇用といった部分の確保というのが究

極の命題であるっていうこと等の意見をいただき

ながら、以下、男女の出会いのことでありますと

か、子育てのことでありますとか、記載のとおり

でございます。 

 各班の意見に対しまして、今後、どのような形

で課題解決の方向性を探っていくのかという部分

につきましては、矢印によりまして右側に展開し

ておりますが、これは、上段から下段に流す形で、

いろいろ議論の集約を図っていきたいということ

で整理をしたものでございます。 

 まず一つ目には、雇用の問題がクローズアップ

されており、仕事という分野で若者が市内で働け

る魅力ある雇用の場づくり等充実を図っていくこ

とが第一の施策になるだろうというような位置づ

け、方向性ということでございます。 

 二つ目に、地域産業の課題解決等、特性を生か

した産業の振興、雇用の確保といったこの仕事の

部分といったものが大きく若者から、雇用分野全

体にわたっての議論という形をやっていきながら、

三つ目には若年層が生活しやすい、特に帰ってき

たいと思うような地域づくり、環境づくりってい

うことが必要である。 

 そして、その下には、そういった環境づくりの

中では子育てしやすい環境を担保しないとなかな

か進まないということがございました。 

 それと、その後でございますが、高齢者の方々

が安心して暮らせるような生活環境づくりってい

うのは、若者の皆さんのほうが定着をして子育て

していく上からも対極にあるような環境づくりと

して重要であるというふうに位置づけていこうと

いうふうにしたものでございます。 

 また、下のほうの、持続可能な都市環境づくり

につきましては、都市機能のコンパクトな配置等

も含めて、持続可能な都市環境づくりをどのよう

に進めるのかとやりながら、最終的に薩摩川内で

の交流機会づくり、交流人口の増大、観光とかい

った部分の、この好循環が生まれるように議論を

進めていきたいということで、再度になりますが、

想定される課題解決の方向性として、まず最初に

は、若者の雇用、産業の振興といった部分に力点

を置きながら暮らす、育てるといった人に関して

の取り組みを、３番目に環境づくりと、よいまち

づくりといったポイントをおきながら、これが好

循環になるような、こういう機会をつくっていく

という流れで整理をしたところでございます。 

 よって、次の３ページでございますが、総合戦

略を考える際のポイントとしまして、何回か復唱

しておりますけれども、一番最初に１０年後の薩

摩川内市のあり方を基本的に示してみると、働い

ていることによるメリット、住んでいることによ

るメリットを基本的な政策と置きながら、次の点

線でございますが、子育て医療の生活支援や、快

適な都市基盤が整ったというような形でのまちづ

くりに移していって、これを魅力、価値のわかる

人々が多く訪れるような交流が生まれるような好

循環に持っていきたいということでございます。 

 基本となる政策と、それをサポートしていく政

策、将来的に好循環を得るための政策ということ

で、３段階での議論を加えていきたいというふう

に整理をしたものが、この資料１でございます。 

 次に、資料の２におきまして総合戦略の検討の

手順ということでございますが、先ほど申し上げ

ました資料１でのポイント及び課題解決の方向性

をにらみましたときに、四つの柱立てで議論をし、

集約をしていこうということで検討委員会で取り

まとめいただいたところでございます。 

 まず一つ目でございますが、市民、市内にとっ

て必要と思われる施策の把握をきちっとやるべき

必要があるということから、矢印が四つ記載して

ございますが、これは、１回、２回の検討会にお

きまして出した資料及び今後出していく資料から

その施策の把握というのを補強していこうという

考え方でございます。 

 １点目の人口構造とその特性、今後の推計につ

きましては、初回の本委員会でも説明申し上げま

したが、そのような数値を出しながら、今後も深

堀をしていく。 

 二つ目でございますが、市民ニーズの把握とい

う点からは、市民アンケート調査等を通じまして、

本当にどのような施策が必要なのかということを

再度検証するということでございました。 

 それと三つ目の矢印につきまして、特に３行目

につきましてどのようなニーズがあるのかという

ことについては、第４回以降の検討委員会のほう
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で深堀していくという形で示したところでござい

まして、四つ目の矢印につきましては、今後予想

される必要なこと、社会トレンドの検討も踏まえ

ながら整理をしていく、その整理をする内容とは、

必要と思われる政策とは何なのかということを、

まず整理をするということでございます。 

 二つ目に、有効な既存施策の把握ということを

きちっとしなければならないということでしてお

りまして、まち・ひと・しごとの関係します既存

の事業、どのようなものがあるかっていうのを前

回までに整理をして、本年度実施している施策関

連につきましても検討会に示しながらということ

でございます。 

 これにつきましては、後程ちょっと説明申し上

げますが、示しながら、その有効性を考えて今後

の方向性として足りないものは何かというのの整

理に当たっていく考えでございます。 

 三つ目につきまして、特に検討のステップで産

業雇用に力を入れていくべきという考え方に基づ

きまして産業の特徴と強みの把握ということを適

切にするべきだということから、さきに示しまし

た統計データ以外にも、赤い数字で書いてありま

すが、経済センサスを用いた特化係数による分析

でありますとか、三つ目の地域経済構造分析―

地域で付加価値を生んでるのか、地域でお金が回

ってるのか、地域を支えている産業は何なのかと

いったようなことをきちっとわかりながら、次回、

この議論につなげたいということでしてございま

す。 

 それをすることによりまして、四つ目の矢印で、

望まれる産業振興策と雇用対策の検討ということ

に結びつけていきたいということでございます。 

 四つ目でございますが、地域の産業や雇用を生

む、また移定住等を促進するために寄与する生活

に必要なサービス、都市基盤とは何なのかという

ことでくくり上げていくという考え方で整理して

いるところでございます。 

 それでは、先ほど申しました資料１によります

ポイントの部分でいいますと、生活支援環境であ

りますが、都市環境をどうつくっていくのか、雇

用を生むため、地域に住んでいただくための環境

をどうつくっていくのかという形のポイントにな

ろうかというふうに思っているところでございま

す。 

 以上、資料１と２で、地方創生に向けました課

題の認識の共有ということ、それと検討のポイン

トということ、それと検討の手順ということで外

部検討委員会のほうにお示しをし、この方向で御

確認いただいているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○委員長（川畑善照）ただいま、当局の説明が

ありましたので、これより質疑を行います。御質

疑願います。 

○委員（谷津由尚）２点ありまして、この総合

戦略の検討手順のところのですね、まず２番です。

市民、市内産業にとって有効な既存施策の把握と

いうことで、これは、有効な既存施策ということ

ですので、ということは極端にいうところの施策、

今既存しているいろんな施策のスクリーニングを

されるということなのか、そういう方向で話をさ

れたのかということが一つ、もしそのスクリーニ

ングされるんであれば、どういう方法で一体それ

をされようとしてるのか、これが１点目です。 

 ２点目です、３番です。 

 薩摩川内産業の特徴と、住民の把握という、確

かに強みを伸ばすということは大事なんですけど、

私が思うのは、弱みをどうやって克服するかとい

う角度の検討というのは、これも必要だと思うん

ですね。そういう意味で本市の大半の産業、企業

というのは、ある意味地域成長戦略のとこでもい

ろいろ言っておるんですけど、まだ成熟する余地

があるわけですよね。伸びる可能性があるわけで、

それが、言っておりますように、核をつくって、

それによります波及効果とか、そういうところに

なっていくんですけども。そういうことを考えて

いくんであれば、その強みを伸ばすということと、

もう一つは弱みをどうやって克服するかというと

ころにもなっていくと思うんですけど。ここでは、

今おっしゃったのは強みだけに特化して、もっと

解析をして、それをさらに伸ばすというところの

角度でしか検討されようとしてないというふうに

受け取ったんですけど、ここについて説明をお願

いします。 

 以上、２点です。 

○企画政策課長（上大迫 修）１点目の、有効

な機能施策について、スクリーニングをするのか

ということでございますが、後程、資料３の

４ページ、５ページのところでも説明いたします

けど、基本的にはスクリーニングする考え方にな

ります。 
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 そのやり方についてはどうかということでござ

いますが、これからアンケート調査でありますと

か、地域経済の構造分析などをしたときに、強み

を伸ばす部分がどこか、後程の答えになりますが、

弱みがもしあるとするとそこを補強するのは何か

ということに焦点を当てて、既存の政策がそれを

克服するために補助金として有効なのであろうか、

もしくはそのアプローチの仕方が違うのではない

かということで、その観点からスクリーニングし

たいと思っています。 

 それで、漏れがあった場合は、それを補強する

新たな政策、見直し、検討が必要というふうに考

えます。 

 二つ目の特徴と強みの部分でございますが、基

本的に強みの分を伸ばしていきたいという考え方

は持っておりますが、表裏の関係にございますの

で、弱みの部分が仮に１次産業の部分であります

とか、その他産業の部分にあるとすれば、そこに

雇用がきちっとしてあって、その雇用のベースを

維持することが地域の雇用の下支えというか、地

盤をつくっていくということになってくれば、そ

の弱みの部分も議論をして、政策に不足があれば

議論を加えていきたいと考えているところでござ

います。 

 具体的には、まだ、どの部分でどうしますとい

うことは言えませんけど、基本的には強みだけで

はなくて、片方のあります弱みの部分も頭に入れ

ながら、全体政策と一部補強をしていくような政

策のバランスを取ったものとして、ちょっと考え

てみたいというふうに思っております。 

○委員（谷津由尚）２番のそのスクーリングさ

れるということで、それについては基本的にはそ

うあるべきだろうと思います。 

 ただ、これ３番とも関連するんですけども、ち

ょっと考え方が違うんですけど私は、つまり弱み

を克服するということは、強みからいくんじゃな

くて、弱い、全く弱いところからアプローチをし

ていくということによって、底上げをしていくと

いう、一番弱いところを底上げをしていくという

ことによって、平均的に全部底が上がって、レベ

ルが上がっていくわけですんで、私はそういう視

点も必要じゃないかと思うんです。 

 だから、強みは強みで伸ばすという、それは、

トップを引き上げるという意味で、今度は一番下

を底上げをする。そうすることで平均的に上がっ

ていくわけですんで、本市の産業、ある意味成熟

させるという意味では相反する両極端のこの方策

というのは必要じゃないかと思いますので、今か

らされる、これを実行に移される段階になります

けれども、いずれにしてもそういう要因を含めて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（川畑善照）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）ないようですので、次に

委員外委員から質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑はないと認めます。 

 それではここで当局がイメージしている課題や、

その対処方法、または検討手順やその考え方につ

いて、各委員がどのようにお考えかお伺いしたい

と思います。 

 御意見はありませんか。 

○委員（谷津由尚）当局のイメージに対して、

検討段階ですのでまだ考え方について今ほど述べ

させていただきました。 

 というのは、この検討委員会、民間の検討委員

会でもって、まずは本部会議があって、検討委員

会があって、このいろんな方策が練られていくわ

けですけれども、もちろんそれに沿っていくのは

重要なことです。ただ、本当にそれで十分かとい

うお考えは常に持っておいていただきたいと思う

んですね。最終的には、多角的に、できるだけ多

角的に漏れがない角度で、いろんな角度でものを

見て、手を打っていくというのが、私は最終的に

は必要になってくるだろうと思います。 

 そうするエリアとそうしないエリアとは、また、

分けていただいて結構なんですけれども、特に、

本市の社会雇用基盤について、これを強化するた

めには私は今までのやり方では不完全だと思って

ますので、漏れのない、できるだけ多角的に、多

角的にといったら、上から、下から、右から、左

からと斜め横からと、ありとあらゆる角度から政

策を考えていくというのは必要であって、その中

で一番強調すべきは何かというのをやっぱり民間

の検討委員会でそれを引き出していただく。 

 自分たちの当局としてのお考えをそこに入れて

いく、そういう融合の仕方というのをぜひやって

いただきたいと思います。 

 いずれにしても、多角的に考えていくというも



- 6 - 

 

のは、まずは皆さんが机上で考えていただいた方

策、今、重要な方策に加えて、企画政策部の中に

さまざまな所管がありますが、その所管の方々、

あるいは、その観光産業、商工政策等を含めて、

この本庁の庁舎内でのさまざまな所管の考え方と

いうのをそこに導入していただかなきゃいかんと

思います。 

 内部では、そういうのをどんどん構築して、蓄

積していただいて、最終的に漏れがない角度でや

っていただきたい。そういう検討の仕方をぜひや

っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（川畑善照）当局ないですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）特に、産業雇用

の分野でなってきますと、農業分野に限っての議

論、商工分野に限っての議論ということじゃなく

て、全体を見た議論というのがどうしても必要で、

またその産業間のバランスっていったものも議論

になりますので、今、副委員長、御指摘いただき

ましたとおり、所管での議論、庁内での議論、ま

た外部の意見を含めた議論ということで全体的な

議論を深めていきたいというふうに思います。 

○委員（小田原勇次郎）冒頭で委員長がいろい

ろと提言ができるように、盛んな議論をというこ

とでありましたので、私もちょっと誤解を受けて

いる部分があるかもしれませんから。初回で申し

上げたのは、委員の誤解を受けたかもしれません

が、総合計画等で我々は取り組んで来てるんだと、

その範疇の中で考えていくべきではないかという

発言も私はしたんですが、その趣旨は、例えば、

この地方創生に向けた課題、意識、この資料の中

で矢印つきのこの資料が出てくるんですが、決し

て真新しいことを書いてないんですよね。 

 総合計画の基本構想の中で議論した中でもこう

いう問題点はるる出てきてるんです。第１次のと

きにも出て来てたと思います。そして、住民意識

の中でどれが重要っていう４パネに分けたあの評

価の仕方、要するに優先順位をつける、あれも第

２次の基本総合計画の中でやってきてる経過なん

ですよね。 

 私は、常に思うんですが、議論ばっかしとって

いいのかなと、要するに地方創生は議論のための

会議じゃないんですよと、私の持論です。本気度

が試されてるんですよと。今までやってきた例え

ば薩摩川内市の成長戦略あります。いろんな分野

の中で雇用が生まれてますかと、若者が定着する

産業に発展してますかということを我々は議会も

含めて反省しないといけないんじゃないか。甘さ

があったんじゃないかと、取り組みに。 

 そこの部分において、私はこの地方創生で本腰

を入れんと、人口はふえんかったという、そうい

う認識を新たに取り組む部分、今から新たに何か

を取り組みましょうかという発想も大事かもしれ

ませんけど、既に、今まで我々は例えば番外の佃

議員なんかも、人口が減ってるじゃないかという

議論を企画経済委員会の中でされているんです。

真新しい問題じゃないんですよ。 

 人口が減ってる町になってるじゃないかという

のを指摘されてるんですよ。その中で我々はいろ

んなことを取り組んできてますという部分があり

ます。そこを我々は反省する観点に立って、もっ

と真剣に取り組むべきだという部分をこの中で試

されておるんじゃないのかなというふうに思うん

です。 

 だから、私は決してこの課題問題意識を見たと

きに真新しい問題出てきてないよなというのが率

直な意見ですが、この部分について部長何かあり

ましたら聞かせてください。 

○企画政策部長（永田一廣）今、小田原委員の

ほうから御意見を頂戴しました。これは、さきの

第１回の委員会の中でも冒頭いただいたところで

ございます。 

 委員の御発言もありますとおり、本市第２次総

合計画を本年度スタートしましたが、つくったば

かりでございまして、その作業過程の中におきま

して１０年間の取り組みの検証をしながら現在の

課題を抽出しながら、第２の総合計画をつくって

スタートしたところでございます。 

 また、この総合戦略、地方創生につきましては、

時を同じくしまして、後を追う形で出てきた国の

政策でございまして、タイムリーっていえば私ど

も薩摩川内市にとってはタイムリーでございまし

た。 

 すなわち、課題とか方向性を総合計画の策定の

中でつくってきた経緯がございます。 

 冒頭にも私答えましたが、総合計画が全ての分

野に対して今後１０年間取り組む方向性を示した

ものでございまして、他方、この地方創生総合戦

略につきましては、２０６０年を見据えますが、

当面、向こう５年間に向けて集中的に取り組むべ
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きものを整理するという、制度の趣旨になってお

りますので、総合計画をベースにしながら特化し

た、人口減少とか雇用とか、それに特化した戦略

をつくり上げていく作業になりますので、ある意

味、厳選していく作業があろうかと思います。し

かしながら、これまでの総合計画策定作業の中で

十分１００％議論できたかと言えば、また足りな

い部分もあったのかもしれません。そういった意

味でこの総合戦略をつくっていく中で、既存の施

策をしっかり見ながら有効度を、先ほど課長が答

弁しましたが、改めて評価をしながら充実してい

くべきものがあるのか、あるいはアプローチの手

法が違うんじゃないかというのを改めて整理をし

て、そして足りないのがあればそれをつけ加えて

いく作業になります。 

 いずれにいたしましても５年間、そして国のほ

うでも交付金いろいろ報道がされております。冒

頭の第１回でも申し上げましたが、この総合戦略

についてはそれぞれの市町村、腹をくくって本気

度を試されてるっていうのが感じられます。 

 自立性が求められる、国の補助金がなくなって

もしっかりやっていくんですよ。それを議会を含

めて、産・官・学・金・労・言、その市内の各分

野の人たちが腹をくくって５年間取り組むってい

うのを決めていくっていう趣旨になっております

ので、委員、御指摘のとおりの考え方も頭に入れ

ながら戦略をつくって練り上げていく所存でござ

います。 

 多少長くなりましたが、回答とさせていただき

ます。 

○委員（小田原勇次郎）十分わかりました。 

 委員長が冒頭で申し上げた議論を深めて、そし

て提言ができるという部分も私は認識はいたして

おります。やはり、この地方創生の中で取り組む

以上は、今、部長がおっしゃったように５年間で

絶対にやり遂げるんだと、そして若い人たちの雇

用をふやすんだと、絶対にやり遂げるんだという

覚悟を持って取り組む姿勢が必要であると思って

おりますので、そういう方向で我々も議論し、そ

して、そういう検討をしていくべきだと。 

 これは今ただ、検討の手順等についてというこ

とでしたから、これに付随する意見として申し上

げさせていただきました。 

 以上です。 

○委員長（川畑善照）ほかにないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）意見は尽きたと認めます。 

 以上で、地方創生に向けた課題認識と課題解決

の方向性及び検討のポイント並びに総合戦略の検

討手順についてを終わります。 

────────────── 

△市民ニーズ及び既存施策の把握について 

○委員長（川畑善照）次に、市民ニーズ及び既

存施策の把握について、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、お手元に

資料３を準備いただきまして、１ページ目から

５ページにかけまして、内容の説明をさせていた

だきます。 

 まず、資料３でございますが、これにつきまし

ては、表題を市民、市内産業にとって必要と思わ

れる施策の把握ということにさせていただいてお

りまして、先ほど、説明申し上げました検討手順

の中の１番の部分でございます。 

 １ページにつきましては、第２次薩摩川内市総

合計画をつくる際にマトリックスとして、既存の

施策全体につきまして満足度、重要度からマッピ

ングさせていただいたものでございます。 

 そのときのイメージとしますと、右下に書いて

あります、要は重要度が高いんだけど満足度が低

い右下の、満足度が低く重要度が高い施策につい

て力を入れるべき、またさらに重要度、満足等も

高い施策については、それをキープしていくべき

というような考え方でその議論をさせていただい

たところでございます。 

 これは、ごらんいただきますと右下のほうには

雇用に関係します２９の商工業でありますとか、

左のほうに農業でありますとか、観光であります

が、このようなものがございます。 

 また、ちょうどセンターに近い部分につきまし

ては、住環境というような部分等につきまして、

市民のニーズが高いと、要求が高いという形のマ

トリックスとなっているものでございます。 

 これを作業しながら―めくっていただきます

と、２ページになりますが、これは新しい薩摩川

内市第２次総合計画に基づきます２８の施策につ

いて、マトリックスを行ったものでございます。 

 実施につきましては、平成２７年の４月、５月

で調査をしまして、先ほども申し上げましたこの

市民の施策認知度ということで満足度、重要度を

マッピングさせていただいておりますが、基本的
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な説明は、青い部分にあります重要度が高く満足

度が低い部分については、これが第１次の優先順

位として取り組むべき必要な政策とし、赤の部分

でございますが、重要度がありつつ、満足度のほ

うが上位になってない部分については、その引き

上げを行い、最終的に高い黄色の部分について、

満足度を維持するための施策展開を継続するって

いう形が、その市民のニーズにあった施策展開で

はないかというふうに整理をしたものでございま

す。 

 具体的に青い部分を見てみますと、これまで雇

用の部分と強調しておりますが、商工業、１次産

業、住環境、次世代エネルギーなどのこういう取

り組んでいる、まさしく取り組んでいる政策につ

いて、施策の認知度が低く、ニーズとしてはこれ

を引き上げるべく要求があるというふうに、要望

があるというふうに理解をしているところでござ

います。 

 また、真ん中の、中段の赤の部分、子育て、高

齢者、学校教育、健康医療の部分でございますが、

これらにつきましては重要度が高く、比較的満足

度のほうもやや上部のほうにありますので、ここ

ら辺については下げることなく、上げていくとい

う形、必要な部分は上げていくという形で、捉え

るべき政策というふうに整理をしたところでござ

います。 

 また、３ページでございますが、これは次世代

エネルギーに関しまして、本年２月に実施しまし

た、生活ニーズとエネルギー利用についてのアン

ケート調査の中で、薩摩川内市は生活しやすいと

回答している方、部分、それと生活しやすくない

と、しにくいという部分で回答した部分でござい

ますが、右側の生活しやすくない、しにくいと御

回答いただいた方の中では、やはり５５.３ポイン

ト、仕事や雇用の環境がよくないというような捉

え方でございました。 

 具体的にないということと、実際の場として環

境が整ってないというような二つの意味を持って

おりますが、まさしく私どもが総合戦略の中で第

１番目のほうで取り組もうとしている部分には、

やはり生活しやすくないといった部分と直結する

ような要因が隠れてるというふうに捉えたところ

でございます。 

 このようなものを認識しながら、先ほどの検討

手順の中で、具体的、今の施策はどうなってるの

かということでございますが、４ページ、５ペー

ジをお開きいただきまして。４ページ、５ページ

の部分が現時点におきまして抽出整理をした部分

でございます。これからまたスクリーニングをか

けたりとか、補強したりとかなりますけど、基本

は、平成２７年度予算におきまして予算化してい

る、具体的な議員の皆さんのほうに当初予算の概

要とかいう形でお届けしてるもので、四つの切り

口でしてございます。 

 一つ目が、産業振興雇用の部分でございます。

仕事に関する部分でございますが、引き続き議論

し、残すべきものというふうに整理をしたものと

しましては、起業・創業・第二創業等の支援であ

りますとか、異業種交流・事業者間の連携といっ

た企業連携協議会、マッチング等の部分。 

 それと、三つ目には、新事業・新産業モデルの

創出ということから、メイドイン薩摩川内ＬＥＤ

街路灯でありますとか、ヘルスケア、竹バイオマ

ス等の構想等について記載してございます。 

 四つ目に、産業支援体制の構築で、センターの

発足でございます。 

 五つ目には、農林水産業の成長産業化というこ

とで、これは１次産業の振興と６次産業の推進と

いう言葉にはなりますが、特に括弧書き、６次産

業化の推進と担い手の育成等につきましては、雇

用の部分、産業の部分で継続すべきというような

考え方で、今、まさしくやってることを書いてあ

ります。 

 次に観光物産の振興につきましても、誘客、物

販、ぽっちゃん計画、合宿等の誘致、観光地域づ

くりなどが取り組んでいる内容でございます。 

 次に、分散型エネルギーにつきまして、次世代

エネルギーの環境の施策が展開中。 

 最後になりますが、ＩＣＴの利活用といった部

分につきましては、地域の産業、雇用、住民生活

の部分からいいますと地域情報化計画等を通じて、

そのＩＣＴについて具体的な生活サービスへの活

用なども含めて、全体を捉えた産業分野での取り

組みが必要だというふうに整理をしております。

これが、雇用の部分。 

 二つ目に、移住・定住等の支援策につきまして

大きく二つしてございますが、一つ目が、定住対

策の促進ということで、定住支援センターのこと、

また定住等にかかります補助金のこと、それと移

定住の体験住宅等のことなど、こういう施策はや
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っていますといことでございます。 

 それと、地域おこし協力隊による地域の活性化

といった部分でございますが、国が推奨してます

地域おこし協力隊については、本市も進めており

ますし、その維持と拡充が必要ではないかという

ような考え方がここで要約したものでございます。 

 三つ目、安心できるコストで環境づくり等でご

ざいます。 

 待機児童の解消といった部分については、括弧

書きのような部分の取り組みが、今、まさしくや

っています。 

 二つ目も、児童クラブ等の整備、運営の支援と

いうことも実行しております。 

 三つ目でございますが、地域のニーズで対応し

た多彩な子育ての支援、充実ということについて、

幼児病後保育の体制、地域子育て支援事業の実施、

延長保育、預かり保育など、ファミリーサポート

センター等の事業など、まさしく展開しているも

のがございます。 

 四つ目には、子育て世代の経済的負担の軽減と

いう意味では、先ほど触れましたが、子ども医療

費の助成等につきましてやっているものがござい

ます。 

 五つ目でございますが、妊娠、出産の支援につ

きましても、妊婦の検診、乳幼児の健診でありま

すとか、周産期の済生会病院等に対します運営補

助でありますとか、乳児全戸訪問等の実施をして

いるところでございます。 

 最後に、時代にあったまちづくり、地域づくり

につきましては、学校再編によります、適正規模

の確保といったものは現在も進行しております。 

 二つ目につきまして、公共交通のネットワーク

の形成につきましては、甑の航路に加えまして、

本土地域のコミュニティバス、デマンド化の関係、

それと、地域交通網の形成計画等の策定など、取

り組んでいる実情がございます。 

 三つ目には、公共施設の適正化方針、計画的な

配置といった部分では、公共施設の再編、保護司

に基づきます計画の策定や、甑島の一体化、公共

インフラの長寿化等の政策がここに上がってくる

ものというふうに考えます。 

 四つ目は、空き家の有効活用ということで地域

資源ということで、空き家が進行するものについ

て、その利活用等を図るという意味から、バンク

制度の導入等も、今、展開しております。 

 そのほか、安全の部分について、消防団施設・

資機材、自主防災組織等のことが。それと、ふる

さとを学ぶ活動の推進といった生涯学習や公民館

講座等の活用等もございます。 

 これは、平成２７年度の予算を伴います事業に

つきまして、現状の把握という形で整理をしたも

のでございますが、ここに載せるべきか、載せな

いべきかという議論もあります。ほかにもまだあ

るのではないかということがございますが、基本、

先ほどスクリーニングするということも説明申し

上げましたが、今やってる政策はやりつつ、今後

その中からスクリーニングして、浮き上がらせた

ものにどのような改善や、新たなものを盛り込ん

でいくかということで究極、これからの５年間で

解決すべき道筋をつけていくっていうものからし

ますと、全てを掲げるということじゃなくて、あ

る程度、作業の段階で要約化しながら、特徴を持

った形で整理をしていくことが市民に対する説明

という形でやっていけるのではないかというよう

な考え方で今しておりますので、ここは現状の把

握ということで、ここの部分は強化するのか、し

ないのかというのはこれからの議論にはなります

が、恐らくここに掲げました事業をベースに骨組

みをつくって、議論を踏まえていきたいという形

で考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（川畑善照）ただいま、当局の説明が

ありましたので、これより質疑を行います。御質

疑願います。 

○委員（井上勝博）いろんなデータの分析をさ

れていらっしゃるんですが、例えば、３ページの

生活しやすい理由が、日ごろの買い物先が近い、

または便利っていうのが６１.５％ですね。 

 生活しやすくない理由っていうので、日ごろの

買い物先が遠い、また不便が、５２.１％と。生活

しやすい理由と生活しやすくない理由の中に、こ

ういうふうに同じように出ていくということにつ

いては、これはどういうふうに考えればよろしい

ですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）新エネルギー対

策課のほうで調査をしたものではございますが、

特に、今御指摘のありました部分っていうのは、

今後これからの総合戦略を策定する上で重要な部

分の御指摘だというふうに思っております。 

 特に、市街地部分で、買い物環境や整ってる部
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分では、回答としては利便性が高いという形で御

回答いただくわけですが、周辺の地域や、多少そ

ういうところの、難しいような地域については、

今、まさしくありましたとおり、不便な地域とい

う回答がございますので、これをいかに両立する

のかっていうことを、今後議論していこうという

ふうに思っているところでございます。 

 利便性の高いところについては、キープしなが

ら、利便性が図られてない地域については、どん

な形で生活サービスっていうか、買い回りみたい

なものを支えられるのかといったことを議論して、

整理をしていくことになるということでございま

す。 

 アンケートの調査のほうが、回答された地域や、

年齢層によっても異なりますので、議論が２分し

ているっていう形では答えはなかなかできません

けども、二つの意見が地域内にはあるということ

での理解はしているところでございます。 

○委員（井上勝博）やっぱり、面積が広い。県

内でも一番面積が広い地域で、地域差が非常に大

きい薩摩川内市であるから、それを平均化すると、

結局―これは総合計画を立てるときにもそうい

う議論をした覚えがあるんですけど―その地域

的な特徴を抜きにして、平均化してしまうと、そ

こが出発点になってくると本当に後のいろんな政

策に大きな影響が出てくるわけで、少し分析とし

ては少し大ざっぱな感じがするわけですけれども。 

 もう一つ質問したいんですけれども、１ページ

のこのマトリックスと２ページのマトリックスは

基本的には同じなんだけど、要するに目盛りが違

うわけですよね。目盛りが違うと、だから、ちょ

っと位置が変わってくると。 

 その中で、ちょっとこれどういうことか、次世

代エネルギーっていうのが２ページに入ってるん

だけど、１ページには次世代エネルギーっていう

のがないわけです。だから、この表は同じものな

のか、目盛りが違うだけなのか、どこが違いとし

てあるのかということをちょっと御説明願います

か。 

○企画政策課長（上大迫 修）先ほどの説明の

際にそこを触れておりませんでした。 

 １ページ目は、第１次総合計画の４２の施策に

ついて、マトリックスをしたものです。 

 ２ページにつきましては、第２次総合計画の

２８の施策についてマトリックスをしたものです

ので、施策のくくりが次世代エネルギーが入って

いたり、入ってなかったりする分でございます。 

 直近で言いますと、２ページの部分がことし

４月、５月に調査したものですので、一番新しい

ものということになります。 

○委員（井上勝博）１ページのほうを見ると、

重要度という点では、やっぱり社会保障とか、高

齢者とか、子育てとか、保健医療とか、ごみとか、

やっぱり市民の考えてる重要な政策っていうのは

そういうところにあるんだなっていうふうに感じ

るわけで、これらをやっぱり重要なものを引き上

げるということを重点的に進めていくことが全体

としては財政的にも厳しいわけだから、市民が重

要だと思うものを引き上げるという考え方のほう

が、単純でわかりやすいような気がするんですよ

ね。 

 ２ページのほうになると、この三つの位置に分

類して、重要というふうに考えてるのにはちょっ

と真ん中あたりものを引き上げるというふうな考

え方になってて、重要なものを維持するっていう

ようなふうになってるっていう、そんな感じがす

るわけですよ。 

 私はもうちょっと市民の願いに率直に重要なも

のを、今、高いものを、高いものっていっても、

まだまだ満足度が１００％っていうわけではない

わけだから、それをさらに進めていって、低いも

のを上げるという考え方のほうがむしろまちづく

りとしては、市民のニーズに合った方向性になる

んじゃないかなという気がするんですが、その辺

はどんなでしょう。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、委員、

２ページを見ていただいていると思いますが、こ

れは、第２次総合計画の２８政策についてしたも

のでございます。その中で、私どものほうが間違

ってないのかなというふうに端的に思っておりま

すのは、満足度と重要度が中位置にあって、この

青い部分、要するに人口減の主たる要因になって

ます雇用の部分、働く場所の確保といった部分は、

その総合政策全体を見ても市民ニーズっていうの

は、強いものがあるというふうに理解している点

でございます。 

 特に、これからの議論は、総合戦略、人口減が

進んでいく中で、ここにあります青、赤、黄色の

部分がありますけど、どこに注力をしないといけ

ないかと見ていくときに、青の部分に注力しつつ、
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今あるものについてはキープしながら、まだ上げ

ないと市民の生活につながっていかないような部

分があるとしたら引き上げということで、これを

うまくバランスを取ってやっていくべきというよ

うな考え方でしておりますので、決して、重要な

部分、高い部分だけを社会保障の部分だけを伸ば

していくことが人口減の基本的な、抜本的な解決

につながるのかといった部分については、多少の

議論が必要なのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○委員（井上勝博）社会保障とか、子育てとか、

保険医療とか、これはマンパワーの分野で、やっ

ぱりその機械化できない部分で、ここに力を入れ

れば当然雇用もふえるという関係で、社会保障を

充実させることによって、地域経済を発展させる

っていうことについては、そういう学者の中には、

そういう本も書いてらっしゃる方もいらっしゃる

ぐらいで、やっぱり市民の意向、率直な思い、今、

必要としている部分、これを維持ではなくて、さ

らに高めるっていう考え方は持つ必要があるんじ

ゃないか。これを見るとやっぱり維持したいとか

いうことになってきてるところがあって、その辺

がちょっと私、少しどうなのかなって思ったとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員長（川畑善照）意見ですね。ほかにない

ですか。 

○委員（川添公貴）この説明資料の４ページ、

５ページについて、最終的には、ここに今、議決

点を求めようというようなお話を今されたんで、

ここの中から絞り込んで、最終的なものにしたい

という、先ほどのお話だったような気がするんで

すが、じゃあそのことを踏まえると、まず大きな

１番の振興・雇用の創出ですね。例えばこの中で

雇用の創出、じゃあ何人この今現にやってる施策

の中で、何人雇用がふえたのかっていうこと。そ

れから、振興ですから、どれだけ従来の平年月よ

りは利益が上がったのか、経済循環がどのように

うまく回転するようになったのかというのを調査

してるのかどうか。してなければ、それをした上

で施策を打たないと、空鉄砲になる可能性もある

と思います。 

 というのは、現施策をより一層よきものに高め

ようという話なんで、そこをどう考えてるのかと

いうのが１点。次に大きな２番、移住・定住促進、

これは、今やってる施策ですよね。まち・ひと・

しごと創生事業において、国の基本的な考え方っ

ちゅうのは、この前も話をしましたように、大都

市圏から人口をともかく外へ出したいという大き

な目標が一つ。二つ目が、地方の過疎化したとこ

ろに小さなコンパクトシティというか、そういう

のをつくりたい、そしてそこを活性化したい、こ

れが大きな２点目。その手段として、一つの例と

して、政府関係機関の地方の移転をしますよとい

うのが当初から打ち出されている。 

 なぜここの移住・定住の支援の中で、そういう

のに取り組まないのかということです。政府機関

が移転しますよと言っているんだから、それは当

然、当該自治体が企画書を、起案書をつくらない

と実行されないんで、そこ辺も盛り込むべきじゃ

ないのかなというふうに思います。 

 というのは、昔、農林省関係でいえば山の管理

をするのが各県にあったのが、今は九州に一つし

かないとかいうのもありますし、筑波の農林試験

場関係も出てこれる。こういうのも試験場ごと寄

ってくると、例えば、これは仮の話ですけど、久

見崎の大きな２８ヘクタールくらいあったんです

かね、当初造成計画を組んだところですよ。面積

はちょっと覚えてないんですけど。 

 ああいうところに、じゃあ政府機関を誘致しま

しょうよと。近くには、政府が進めている施設も

あるし、より一体的な問題として友好な手段に取

り入れるものじゃないのかなと考えますんで、さ

っきの説明の中であった中から絞り込んでいくと

いうことになるとするならば、そこ辺もやはり組

み込んだ考え方をもって議論を進めるべきじゃな

いかと思うんですけどね。 

 細かくはまた聞きますけど、大きく２点。 

○企画政策課長（上大迫 修）川添委員のほう

から、１番の産業の振興と雇用の創出の部分で、

既存の政策について、ふえた人数や現状の企業の

収益の部分とをきちっとしたデータで持っている

のかということでございますが、これまで公表し

た以上の数字というのは、今のところ持っており

ません。 

 ただし、委員の御指摘の中にありますとおり、

どの部分に手をかけたら地域の雇用が生まれたり、

活性化が生まれるのかということにつきましては、

今回、地域経済の構造分析等もしていきますし、

実際掲げた政策を５年間実施していくわけですけ
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ども、その過程の中では、政策の内容も見直しを

しながらやっていくというような形の部分がきち

っと盛り込まれますので、議員の言われた部分に

ついては、数字のほうも抑えながらという作業は

御指摘のとおりかと思いますが、ないもの等もあ

りますので、今後も盛り込んでいった政策を実施

する中で整理ができるように、そこは注視してい

きたいと思っております。 

 私どもも、政策として盛り込んだ内容のほうが、

効果ないものを盛り込むというものではなくて、

何がしかの分析を通じて効果が生まれるところに

直接的な政策が打てる、もしくは民間事業者の方

と連携してやれるといった形で盛り込んでいきた

いと思いますので、その点は、御理解お願いした

いと思います。 

 それと、移定住の部分につきまして、政府関係

機関の地方への移転につきまして、現状を一つだ

け説明を申し上げますと、国は、ここの中央から

地方への人の流れといった部分で政府関係機関の

移転というのは、国の出先であろうと、分庁であ

ろうと、何でもいいので提案をしてくれというこ

とを都道府県に意見を求めているところでござい

ます。 

 都道府県のほうで基本的に農業県であれば、農

業水産相の関係のものとか、意見が多分集約され

て出ていくものいうふうに思っておりますが、市

のほうで現時点で政府関係機関について、このよ

うな分野をここにといった形の、まだ意見の集約

までは至っていないところでございます。 

 議論の中では難しい部分も結構ありそうなとこ

ろがありましたので、まだ、答えが出てきてるわ

けではありません。ただ、議論を盛り込むべきで

はないかという意見をいただきましたので、その

点は、私どものほうも本部会議の中でもちょっと

議論させていただきたいというふうに思います。 

 特に、委員のほうが冒頭で４ページ、５ページ

に書いたものをさらに集約して、議論を深めてい

く方向にないのかということがございますが、そ

ういう方向でやりたいというふうには思っており

ますが、ここのページだけで載ってるものだけで、

補完できないもの等については、新たなものをこ

れに載せていくという考え方も持っておりますの

で、決して、ここの載ってるものから削るだけで

あるという形ではなくて、足りないものについて

は付加して、当然、第２次総合計画の中で方向性

を示しておりますので、その範疇の中での議論と

いった部分にはなると思いますが、実効性が上が

る形での政策の構築というのは、やぶさかではあ

りませんし、これからもやっていきたいというふ

うに思います。 

○委員（川添公貴）わかりました。先ほど、そ

の集約した形でっちゅうようなことがちょっとあ

ったように思ったんでそうお聞きしただけで。今

の話でこれをより精査して、足すものは足して、

という考えがあるっていうことは前からお聞きし

てたんで、その方向性をもう１回確認したってい

うことなんで。そのためには、さっき言ったよう

に、５年間のうちでローリングを何年ごとにされ

るのかはわからないんですけど、単年ごとになる

と、短期勝負だと思いますんで、いかれると思い

ます。そのためには、先ほど言ったようにどうい

う効果があったのかというのは必ずチェックをし

て、総花的にいろんな角度から、いろんなやって

も、なかなか伸びないと思うんです。 

 だから、回答の中にあったように何かの一つを

核として、そこを起爆剤としてボーンとやるため

には、例えば初年度で１０事業やったとして、調

査をして、そのうち効果があったのは二つだった

と、仮にしますよね。それを核として、そこにも

っと集中すれば、これから大きく広がっていくん

じゃないかというのを見つけるためにもデータ収

集が必要だし、その核をつくっていただきたいと

思います。 

 やはり、じゃあ全部やっていただくなり、市民

のために広く、薄く全部行くのはわかりますよ。

それで、今まで人口がふえなかったんだから。だ

から、ふやすためにどうしようかということなん

で、じゃあ特化した部分を、そこを見据えて、ば

っと打ち込んでいく。余計な話かもしれませんけ

ど、最近の甲子園の観客動員数、視聴率が低迷を

ずっとしている。１３％前後だったと。一つの核

があったらしい。清宮さんという選手が、視聴率

がボンと上がった、来場客もドンと上がった、同

じだと思います、市場関係というのは。いろんな

このたくさん薄い選手がたくさん来るよりは、一

つ強い選手がボンときたほうが余計集まる。とい

う考え方をもってしていただきたいなとは思いま

す。というのは、それが刺激剤となって次に広が

っていくんじゃなかろうかということです。それ

はお願いしておきます。 
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 それから、政府機関が移転をするときには、相

当なデータを出さなきゃいけないだろうというの

は承知しております。以前、１,５００万円の国土

交通省の補助事業を取ったことがあるんですけど、

素人が書けるような書類じゃなかったです。 

 だから、それがこの期間となると、それ数十倍

に膨れるだろうと思いますが、そこは、政府が率

先して出してる資料のトップ項目に入ってるわけ

ですから、ある程度は食いついていくべきだろう

と。やられるということなんで排除はされません

でしたので、ぜひ、取り組む方向でやっていただ

くことが確実に人口増につながるだろうとは思い

ますんで、検討じゃなくて、ぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。県との都合がありましょう

けど、ぜひ、そのような方向性で取り組んでいた

だきたい。 

 以上で。反論がありましたらどうぞ。 

○企画政策部長（永田一廣）官公署の地方移転

についても一つのパッケージの中で示されている

のは十分承知しております。手続につきましては、

先ほど課長が申し上げたとおりですが、そのハー

ドルっていうんですか、準備作業っていうのもさ

ることながら、本市にこの国の機関が必要だと、

十分国を納得できるような理論づけがあって、先

に進むものだと思います。決して、意見いただき

まして検討しないということではないんですが、

ちょうだいした意見を内部でも部会もございます

ので、検討し、あるいは外部の検討委員会の中で

も、委員会の中での意見として出されたというこ

とを添えながら、議論を深めていきたいと思って

おります。決して、排除するつもりはございませ

んが、本市におきまして官公署の地方移転、積極

的に手を挙げて実効あるものにできるのかどうか

という見極めもしながら、整理するべきだと思っ

ておりますので、今後、外部検討委員会あるいは

庁内の会議の中で議論させていただきたいと思い

ます。 

○委員（川添公貴）わかりました。やはり、相

当な事由がない限りは動かないというのはわかっ

てますが、仮に、竹バイオマスをここは本市の施

策として打っていますよね。そうすると全国的に

竹林面積が、竹林が、植林してある木を押しのけ

て、竹林面積がものすごくふえてきて、大変困っ

ております。あれはタケノコを生産するには、大

体５年木くらいまでなんですよ。七、八年で、も

う竹は枯れてしまいます。という状況で、日本国

全体がそういうことになってるわけ。本市もこの

竹林が、ものすごく多い。 

 鹿児島県の森林税でしたっけ、何とか税で

５００円払ってますよね。環境税でしたっけ。あ

れが竹林事業に打ち込まれてるんだけど、そのお

金も使いながら例えば本市としては竹林事業に力

を入れてるんで、バイオマスやってるんで、その

ような研究機関を持ってきたらどうか、これ全国

的な問題ですからね。 

 だから、そういうのを薩摩川内市で実証実験を

して、竹林の整備をかけるような農林省のたしか

部署があると思うので、例えば、ここに挙げてる

事業と関連づけてつくっていくのは簡単だと思う

んですね。そうすることによって、大きな事業、

バイオマス発電も兼ねる、それから単価も上がる

というようなことを踏まえていく事業をやはり考

えていくというか、自分たちでつくっていくこと

が大事じゃないのかなとは思います。 

 だから、政府の担当者もいかにそういう考えを

つくるかというのが今回のまち・ひと・しごとの

大きな部分だろうということは言われてますんで、

突拍子のないことでもあるかもしれませんけど、

そのようなことをやはり、提案して、起案して、

政府機関を呼ぶということも一つの手なのかなと

は思います。これは個人的な考え。今、ここに書

いてあったんで、ちょっと思っただけのこと。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）１ページと２ページのこの

マトリックスと、３ページのアンケートの集計が

あるんですけど、３ページは切り口が違いますか

ら、これはこれでいいと思いますが。１ページと

２ページのマトリックスが先ほど井上委員からあ

ったように、項目が大分１ページにある、農業振

興、観光振興、林業振興、水産業というのが

２ページにはないというのがあって、実はここで

見誤ったらならないことは、両方の１ページに

２ページのグラフに共通してるのは、やっぱ高齢

化対策は重要であるというふうな、これで読める

わけです。少子高齢化対策に対して、一番何をじ

ゃあ強化すべきかとなったときに、それは、まず

は産業基盤構造なんですね、本市の。それを強化

しないと、何も基礎から改善はできんわけですけ

ど、そのための産業の中身が１ページはほとんど

が優先度も重要度も満足度も半分くらいと、
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２ページにおいてはないということで、ここはや

っぱり見誤ったらいかんと思ってます。 

 もう一つ、そう思ったときに、この４ページ、

５ページとは、あんまり関連性がないなというの

を思ってるんですけれども。特にこの４ページ、

５ページの施策については、ことしはこれを今言

ってるこの総合戦略つくる前にこれを打ち出した

本市の施策ですから、これはこれでいいんですが、

先ほど川添委員からありましたように、しかし来

年以降はこの総合戦略というのが、イコール市の

政策となるウエートが高いわけです。そうなった

ときに、来年以降、私が思うのは、このもっとめ

り張りをつけた絞り込みをすべきだろうと、先ほ

ど言われたスクリーニングというのはそういう意

味だろうとは思うんですけど、そのための材料と

して何をもって絞り込みをするんだと。判断基準

というのは何かとなったときに、もちろんアン

ケートのデータとかいろいろあると思うんですけ

ど、まず、その数字がないといかんわけです、そ

こに。その産業に対してどれだけの貢献があった

か、どれだけの成長があったか、成長度はどうか、

ＧＤＰとかそこまでは言わないにしても、その本

市の産業において、どういう産業がどのくらいの

成長率があったのか、あるいは雇用はどう変動し

たのか、それが私のいう波及効果です。それを踏

まえた上で、それがないと、私は来年に向けての

この絞り込みというのはまず難しいんじゃないか

と思うんですけど、その前にじゃあ１０月に向け

てこの総合戦略を確定しますよね。つまり、総合

戦略の素案は１０月頭には完成せにゃいかんわけ

ですけど、そこに向けて数字がベースになった判

断というのは、先ほどの課長の答弁では、いつに

なったらできるんだろうと、非常に不安なんです

けど、そこはどうなんでしょうか。まずこれ一つ

目です、お願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、見ていただ

いています４ページ、５ページは具体的な事業に

近いような項目になっておりますが、今回、総合

戦略をつくるときに雇用の部分ではどのような項

目に取り組むのかっていうことで、少しこれより

は広い切り口で施策を立てていきます。その施策

ごとに、ＫＰＩというんですか、重要な指標を定

めていきますので、この重要な指標を定めるとき

に今副委員長言われました就業率のキーワードで

いくのか、各事業者の生産額でいくのかというの

がありますけども、その事業を束ねた施策ごとに

ＫＰＩを立てていくときに、基礎的な数値は取っ

ていく必要があるというふうに考えています。 

 これは、先ほども各委員のほうからもありまし

たとおり、ＰＤＣＡで回していくというのがござ

いますので、施策単位に目標を定めて、その施策

が実効性が上がったかというのを見ていくときに

は、その下位にありますそれぞれの事業を分析し

ていきますので、ＫＰＩを立てるときには、下位

にある事業がどういったもので、どんな効果を生

もうとしてるのかということをイメージしながら

作業いたしますから、１０月の時点で委員会のほ

うに成案なるものを出させていただくときには、

施策ごとのＫＰＩというものをきちっと示させて

いただくことで、そこの部分を乗り越えられない

かなとちょっと考えているところでございます。 

 そして、今後実行に当たりましては、このＫＰ

Ｉに対して、どこまで、こんな事業をしたらどこ

まで実行できて、なぜできなかったのかといった

のを検証しつつ、ＰＤＣＡで回していくというよ

うな形のスキームで作業しているところでござい

ます。 

○委員（谷津由尚）施策ごとのＫＰＩというこ

とでした。 

 もう一つそこに見なきゃいけないと思うのは、

この企業センサスがあります、経済センサス。そ

の施策ごとといったときに、それをこの経済セン

サスの中の、この分類にどういう分類で分けられ

るのか、私はこの分け方が非常にポイントがある

だろうと思ってます。つまり、そこでいうのが、

例えば核になる企業があって、そこが発展するご

とに、その周囲の運送業が発展するとか、そうい

うことです。先ほどありました甲子園の件です。

これによって、阪神電車が朝５時から、増発を望

まれてるんです。実際やってるんです。朝６時半

には甲子園満席なんですよ、もう。それくらいの

効果があって、それが波及効果なんですよ。だか

ら、その波及効果まで見ないといかんということ

は、この経済センサスでいう、例えば製造業があ

って、建設業、いろんな宿泊業とかあるんですけ

ど、その中に運送業とか、それがどういう波及構

造になって、こうなってるというところまで分析

しないといかんわけですけど、そこの分析はどう

いうふうにされる予定ですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）御指摘の部分は
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これまでの質問等も踏まえましてよく理解してい

るつもりなんですが、今回、立てる目標で、その

波及効果の部分までを系統立ててというんですか、

係数立てて、ある製造業のところに力を入れて、

そこが製品をつくって雇用がふえた。それを支え

る原材料の供給のところで雇用がふえていくとい

う連鎖的な部分までの分析は、現実のところはで

きないというのが現状でございます。 

 ただ、その核となる事業所のほうがどんなとこ

ろと関係をもって、相互に協調してるような作用

関係にあるといった部分をわかった中で政策を打

っていきたいとそこは思っておりますので、一時

的にはある事業をしたときに直接関係ある事業者

のところにどういう変化があったのかというのを

押さえつつ、今時間をかけて係数を見ていくしか

ちょっと方法はないかなとちょっとは思っている

ところです。 

 ただ、そういったものが具体的にないと、５年

間の中のＰＤＣＡであるとか、また第２期の総合

戦略が具体化、より実効性上げることはできない

んじゃないかといった議論はまたこれからも出て

くることもありますので、やり方とかいった部分

についてはこれしかできないということでとどま

るつもりではなくて、きちっとそのよりピンポイ

ントで事業していく上からは、そういったものが

必要であるとするならば、事業者の関係の協力を

得ながらどういった仕入れがふえたのかとか、雇

用がふえたのかといったものも把握できるような

環境も整えていく必要があるというふうに考えて

いるところでございます。 

○委員（谷津由尚）産業ごとに、あるいはビジ

ネス分野ごとに絞られて対策をとって、施策を打

っていく、それは重要です。ただ、今言いました、

私が言いました、その波及というのは、含めた形

で言いますと、もう端的に言いますと予測を立て

てほしいと。例えば食品ビジネスのこの企業と、

この企業が伸びたら、多分、ここは波及で伸びる

だろうというそういう予測を立てた上で絞り込み

やっていただきたいと。 

 これはもう六次産業も全部含めて、農業も全部

含めて、関連がありますんで、その分析関連図と

いうのはもう皆さんノウハウをお持ちだと思いま

すので、それがないと最善の結果がどこにいった

ら出るのかというのを間違っちゃうんですね。そ

の予測というのは非常に大事だと思いますので、

ぜひ、今答弁された内容も含めてお願いします。 

○委員（井上勝博）４ページと５ページなんで

すけども、現在、今年度推進している関連施策と

いうことで、四つのグループに分けて市民、市内

産業にとって有効な既存策の把握をしているわけ

ですが、この産業の振興雇用の創出の中に、私は

やっぱり医療、介護、保育などの施策も含めるべ

きではないかと。そういう位置づけにするべきで

ないかというふうに思うんですよ。 

 先ほども言いましたように、ここを充実させる

ことによって雇用が生まれるというのは当然のこ

とであって、それが後にいう安心できる子育て環

境や、また、高齢化対策とか、そういうようなの

は書いてないんですけど、そういうものと結びつ

いて雇用も創出してるんだという位置づけという

のは、私はそういう認識は必要なことではないか、

全くそのようなことが触れられていないっていう

のはどうかということが一つ。 

 それから、たびたび一般質問の中でも議員から

非常に評価されている政策の中に、既存住宅の環

境改修整備事業があります。これは、多くの業者

が待ち望んでいる政策であって、実際に経済的な

波及効果というのが非常に大きいということなど

も評価されるべきではないかというふうに思うん

です。 

 それから、時代にあった地域づくりの中に、学

校再編等による適正規模の確保というのが入って

るんですけど、これは地域にとってみれば学校が

なくなるということは、地域がさびれるのではな

いかとか、地域の核が失われるのではないかとか

いう心配がされて、実際に学校がなくなったとこ

ろでは本当に寂しいという声が出ているわけです

ね。 

 これに対する反論としては、確かに地域の核で

あるし、地域から学校がなくなることは寂しいけ

れども、子どもたちにとってみれば適正規模の学

校に行くことが子どもたちの幸せなんだみたいな

ふうな反論がされてるわけです。 

 だから、その市民、市内産業にとって有効な既

存施策の把握という点でいうと、学校再編等によ

る適正規模の確保ということが、当てはまってく

るのかなと。地域の核を失うとか、そういうさび

れるとかっていうことは、実際当たっているわけ

ですので、私は、ここにこれを並べて、これが地

域を活性化させている政策の中に入ってるんだと
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いうふうに受け取れるような内容になってんじゃ

ないかなと思うんですが。 

三つ申し上げましたけれども、お答え願いたい

と思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）１番目の介護医

療分野の産業を育てることが雇用につながるので

はないかという部分でございますが、これはまさ

しく御指摘の部分はございます。 

 今、この平成２７年度の部分で、薩摩川内市は

その医療介護分野の雇用をふやすために、具体的

な政策はあるかないかっていうと、余りイメージ

できませんでしたので、ここには書いてありませ

ん。今後、本委員会及び外部の検討委員会、内部

の本部会議含めてですけど、医療介護分野におい

て雇用を生み出す政策を、薩摩川内市の雇用の政

策という柱の中にきちっと据えるのかといった意

見の集約が図られないと書き込めないかなという

ふうに思っております。 

 逆に、高齢者が２０３０年ぐらいでふえますの

で、それまでの間は高齢者の実質数がふえます。

それは受け皿となる介護施設も必要となってくる

であろうという施策に対して、在宅介護の施策は

進んでますので、それをどのように見て、医療福

祉分野で雇用の柱に据えるのかどうかという議論

をしていく必要があるというふうに、そこは思っ

ております。 

 決して、今、具体的にはやってませんので、書

いてないというだけです。議論は一切差支えない

というふうに思っております。これには意見の集

約が必要です。 

 それと、既存住宅の改修事業について、確かに

経済波及効果があるということで、当局も認め、

予算も拡充させていただく中で作業してきており

ますが、今後において、人口の変化、減少におい

て、その既存住宅の改修といったものに力点を置

くべきなのかといったことについても意見の集約

が必要かというふうに思われるところがございま

す。 

 地域産業として建設業の割合、建築業の割合が

７％前後とありますので、そこを考えると政策と

いう形では出てくる部分がありますけれども、実

際具体的な構造的な問題として人口減に対応して

いくときにこの部分をほかの盛り込むべきである

施策と同列で議論をしていくべきなのかっていう

のは、議論のしどころではないかなというふうに

思うところがございます。 

 これは、議論しないということではなくて、議

論の結果として整理がつくものについては、それ

でよろしいかと思います。 

 それと、学校再編の部分が地域づくりの中に書

いてございますが、国が示しましたパッケージの

中に学校再編を書いてある考え方は、見方にもよ

りますけども、学校再編等が行えない場合は、例

えば小規模の学校が地域に残り、それがまた地域

の核といわれてる部分があるので、ではどのよう

な形で残すのかという議論をきちっとすべきって

いうことが総合戦略の中の大きな命題になってい

るから、書いてあるわけでございます。 

 薩摩川内市は既に学校再編の方針等立てながら

来ておりますので、これが薩摩川内市がこれから

整理をします総合戦略の中に、学校再編、教育と

いった部分が残るのかどうかっていうのもこれか

らの議論の整理だというふうに考えています。 

 井上委員のほうから全体としてありましたが、

いずれにしましても、人口の減少、変化に対して、

どのように市として取り組むのかっていった部分

では、それぞれの分野、分野の意見だけでなく、

全体を捉えた中の意見の集約をどのように図るの

かっていうのが重要なテーマになってるというふ

うに思っておりまして、先ほど言いました、学校

再編や川添委員の言われましたコンパクトシティ

の話、小さな拠点の話といったことにつきまして

も、そのような方向でいかないと、人口をキープ

できない。もしくは緩やかにできないというよう

なところまでの議論が進んで、それでは、総合戦

略の中に、コンパクトシティの建設であるとか、

小さな拠点を書く必要があると、その意見の集約

にいかないと、それぞれの意見だけでは今回の総

合戦略っていうのは練り上げられない状況にある

かなというふうに認識はしておりますので、多く

の意見をいただきながら最終的にはどのような形

で、どの政策を盛り込むのかという意見の集約に

ついて、また御意見等をいただければというふう

に考えているところでございます。 

○委員長（川畑善照）ここで申し上げますが、

あと２項目ほどあるもんですから、できれば提言、

意見があったらそれでおさめていただければあり

がたいと思うんですが、質疑ももちろんよろしい

ですけど。 

○委員（井上勝博）この、４ページ、５ページ
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に書いてあるのは、これは、いわば今進めている

政策の中で当局としてこういう位置づけをしてい

るということで四つのグループの中にその政策を

当てはめていると。その中に、例えば医療介護や、

既存住宅とかそういうものについては、雇用の創

出ということでは、いわばそういう評価はしてい

ないんですよというふうに見ていていいのかとい

うことなんですよね。 

 それから、時代にあった地域づくりのところで

も、やっぱり小さな集落がどんどんなくなってい

く、過疎化が進んでいく、これに対してやっぱり

学校を残してほしいという声があるっていうのが

あるわけです。だから、時代にあった地域づくり

って何だろうかっていうことなんですけども、小

さな、集落や地域というのは、時代にあってない

というふうに考えているということなのか、私は

その辺がなんかこういう分けている意味というの

は何なんだろうかというのを考えるところなんで

すけれども、そこら辺、もう一つお答え願えませ

んでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）４ページ、

５ページにつきましては、本年度予算措置をして

るもので、総合戦略に関連づけて整理ができるも

のというふうにお示ししてるものです。ここに漏

れがある場合は、加えた議論でも結構かと思いま

す。 

 そういった点から言いますと私ども事務局のほ

うで、この資料つくらさせていただくときに、直

接的に既存住宅の改修事業が雇用といった部分に

直結して、ほかの盛り込むであろうものと並列し

ての議論というのはしなくても議論は進められる

のかなというふうに考えた次第でございます。 

 入れないと議論ができないということであれば、

入れた議論も当然想定はされます。 

 それと、井上委員のほうからありました学校を

残すことの選択肢や、その時代にあった学校づく

り、地域づくりといった部分についての御意見で

ございますが、薩摩川内市としましては、学校再

編についての一定の方針を定めながら来ておりま

すので、学校づくりという部分についての議論は

改めてこの場では一応私のほうでは考えておりま

せん。 

 ただし、これからの人口減の問題を議論すると

きに学校再編を抜きに地域の課題が、その人口減

の問題が解決できないのか、という思いもありま

すので―ちょっと言い方がうまく伝わりません

けれども、地域の過疎化が進んできて、現状下に

ある中で、学校の議論をしていてそれだけで地域

の過疎化をとめられるのか、環境を緩和できるの

かといった部分がどうしてもついてまいります。 

 市としましては、皆さんのほうに人口の地域の

分布もお示ししましたとおり、かなり、厳しい状

況もお示ししておりますので、そういった中で、

地域の人口規模を一定に保ちながら、経済を保ち

ながら、若者の雇用に、高齢者の皆さんが一緒に

暮らせるようなまちづくりを進めていく中で、ど

こに力点を置くべきなのかという部分からします

と、学校の再編の部分だけで焦点を当てた議論と

いうのはなかなか難しいというのは思っておりま

すが、意見は意見としまして、議論の場では出さ

せていただいて、整理はさせていただきたいとい

うふうに考えているところです。 

○委員（小田原勇次郎）もう１点だけ、お答え

を要するもんじゃありません。 

 先ほど、産業構造による、いわゆる経済効果等

の数字をということでありましたから、私のちょ

っと読んだ書籍の中であったかもしれません。ま

ちづくりの構造改革によって町をかえていこうと

いう、そういう書籍が出てまして、その中に総務

省がいわゆる産業構造による経済指標をいろいろ

市の行政の内外による部分の、たしか調査するよ

うなそういうシステムを総務省が、たしか出して

おったような記述があったので、そこあたりもま

た調べて、もし活用できるようであれば、そちら

も御検討ください。 

 以上です。 

○委員長（川畑善照）要望ですね。はい。ほか

にないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）意見は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（宮里兼実）まずこの長期計画策定スケ

ジュールというので、私も今、この委員会にきょ

うで２回ほど参加させてもらってるんですけど。

こ の 国 の 創生 長 期ビ ジョ ン と い うの も 、

２０６０年、１億人程度の人口を確保する中長期

展望と。１億人を割らないようにっていう、国の

考え方、地方も、国がそういうふうに考えておる

わけだから、地方にもそれが伝わってきてると思

うんですけど、１億人を割らないように、それに
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歯どめをかけて食いとめようと、そういう考え。

この確保するっていうんじゃなくして、この１億

人を例えば１億１,０００万人にふやそうとか、

２,０００万人にふやそうとかいうことじゃなくし

て、ただ、１億人程度の人口を確保するというこ

と自体が、もう、人口がふえる可能性は全くない

と私に言わせれば……。 

 やはりこういうのも、私も６月、薩摩川内市の

人口が年間七百七十何人ぐらいずつ毎年人口が減

っていくということでしたけれども、だから、そ

れだけもう毎年、毎年減っていくわけですから、

これに何とかその若い人たちに子どもを産んでも

らう―井上委員が学校統廃合のことも言われま

したけれども、だから、やはり過疎化が防げるわ

けではないかもしれないけれども、やはり減って

いくっていうのはもうわかっておるわけだから、

それに何とか、減らないように、逆にふえていく

ような方向の施策をとっていくというのが、一番

望ましいんじゃないか。 

 だんだん、毎年、毎年減っていくっていうよう

なんはわかっているわけだから、もう１０年前、

２０年前からわかっておったわけだから。これに

国ももちろんですけれども、薩摩川内市にしても

何とか人口を減らさないように、逆にふやしてい

こうという施策を何で今まで取らなかったかと、

それが１点と。 

 これは、決まっているわけですけれども、検討

委員のこの名簿なんですけれども、この中に、こ

の名簿を見てみますと、ここにおる方々は、それ

ぞれエリートの方ばっかしであって、私、個人か

ら申しますと、上から目線でいろんな話をされる

方ばっかりで、この中には、何とか一般市民の委

員を、これはみんな、この名簿の方は市民ですけ

れども。 

○委員長（川畑善照）済みません。宮里議員、

市民ニーズ及び既存施策の把握についてですので、

それはちょっと議題外になると思います。 

○議員（宮里兼実）ごめんなさい。だから、そ

ういう人たちの一般市民の切なる声も取り入れて

もらえるような、この委員っていうのもできなか

ったのかなと思う。それだけ。 

○企画政策課長（上大迫 修）宮里議員のほう

から御質問をいただいた分ですけど、市民の皆さ

んから公募委員を５名ほど入れさせていただいて

おりまして、そういった面から言いますと、他の

委員の方々とは違った目線で意見をいただく機会

は設けているというふうに考えております。 

 また、これからの作業の中で、直接お話ができ

る機会があれば、そういったものを参考にしたい

と思います。 

○議員（佃 昌樹）これ見とって前にもやはり

成長戦略についてはいろいろやったはずなんです

よね。その成長戦略がうまくいかなかった。何ご

てうまくいかなかったのかっていう、まずそうい

った総括論も何も聞いていないわけです、我々は。 

 今回、また新たに出てきた。国の失政ですよ。

国の失政を地方に転嫁して、国が金を握って、い

いことをやったら金をやるぞと。まさに、今の政

府のやり方そのものですよ。 

 中身を見ても、条件整備ばっかりです。産業を

どうのこうの、雇用の場をどうのこうの。しかし、

子どもを産んで働くのは人間なんです。人間につ

いて、何も書いてない。後のほうで資料の４のほ

うで出てくるところがあるけれども、晩婚化、晩

産化、それから２０代の者たち、年間２００万以

下の労働者が２,０００万人、それから女性が一生

涯仕事を続けたいという社会的背景、こういうの

が５万とあるのに、働く場をどうのこうの、雇用

の場をどうのこうのと言ったって、それになびく

ようなそういった条件になびくような、今の結婚

適齢期の男女が本当にそういった条件整備だけで

なびいて、事が完成していくのかという。 

 主体が、この中には何もないわけよ。計画の中

に人間という主体、結婚して、子どもを産んで、

人口減を何とかしていかにゃいかんというそうい

う主体になる人間をどうするのかっていうね、そ

れは全くない。本当はそれがどこでそういったこ

とを教育してやっていかにゃいかんのか。先ほど

言ったように条件整備だけじゃ、若い人は飛びつ

いていかないよ。給料も安いんだから、飛びつい

ていかないよ。 

 だから、そういったことを片方ではやりながら、

主体である人間を、人口をふやしていこうという

人間の主体をどういうふうに統一した考え方、強

制的にするということじゃないんだけれども、み

んなでやっていこうとする意識を涵養していくの

か。 

 そこが、私は一番大事なんだけれども、時間が

かかる。時間がかかるから、こっから抜けてる。

本当は、今までのうちにやらんにゃいかんの、仕
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事やった。本当は今までのうちにやっとりゃあ別

にどうってことはなかったんだろうけど。 

 そういった意見があるということを検討委員会

の中でも伝えてください。 

 以上。 

○企画政策部長（永田一廣）今、幾つかいただ

きました。 

 今回の地方創生、人口減少、少子化を踏まえて

国がやっとと言ったら語弊があるかもしれません

けど、本腰を入れたという感は私自身も感じてい

ます。 

 単に国の失政とかいう御発言がございますが、

国だけでなく、それぞれの基礎自治体も少子化、

人口減少っていうのは、もう、１０年、２０年以

前からわかっておりましたので、ともに国民とと

もに、反省と言ったら言葉はあれですが、すべき

だったのかというのはございます。 

 今回、国のほうで地方創生、法制も含めて制度

化されました。国の財源とか、これからのスキー

ムっていうのも不透明なところがあります。躍ら

せれているという新聞論調もありますけれども、

それはさておきましても、慢心に、今後の薩摩川

内市において人口減少問題、どれに特化して取り

組むかというのを改めて真摯に検討する。そうい

う機会が得られたというのは一つは意義があると

いうふうに私も考えて現在作業を進めております。 

 それと、人間について、例えば出産、晩婚化と

か、いろいろな取り組みがこれに欠落してるとい

う点、確かにそういう感はございます。結婚とか、

出産とかはそれぞれの個人の考え方で、余り立ち

入って書き込めない、あるいは教育的な分野もあ

りますので、そういったことになってるのかなと

は思っております。 

 御意見の点については、私の頭に置きながらそ

ういう認識もしておりますし、頭に置きながら今

後も議論を整理させていただきたいと思います。 

それともう１点。成長戦略について、その総括

がなされていないということでした。私の質問の

受け取り方が違えばおわびしますが、市の総合戦

略は平成２４年１１月につくって、今、その道半

ばでございます。 

 市の成長戦略につきましては、１００％までは、

当然申し上げませんが、次世代エネ、観光、ある

いは産業支援センターの来年４月の立ち上げとい

った形で、スピード感、その内容的には多少目標

とは違いますけど、成長戦略については、一定の

成果が得られつつある、進行中であるというふう

に理解してございますので、この点お答えさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（川畑善照）ほかにないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑は尽きたと認めます。 

 それではここで当局が示した整理内容について、

各委員がどのようにお考えかをお伺いしたいと思

います。御意見はありませんか。ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）意見はないと認めます。 

 以上で、市民ニーズ及び既存政策の把握につい

てを終わります。 

 あと２項目ありますが、昼からの時間の都合が

悪い方がいらっしゃいますので、途中で打ち切る

こともお含みおきいただきたいと思います。 

────────────── 

△薩摩川内市の産業の特徴と強みについて

及び検討委員会での意見等について 

○委員長（川畑善照）次に、薩摩川内市の産業

の特徴と強みについて、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）委員長に御相談

ですが、最後の項目になっております検討会での

意見等につきましても、この説明の際に一緒に説

明させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（川畑善照）ただいま課長のほうから

ありましたけれども、次の４項目めの検討委員会

での意見等についても、同時に説明を求めて質疑

を受けることにしてよろしいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）いいですね。それではそ

のように進めたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、資料の

６ページでございます。 

 先ほど、検討手順の中の３番目のところにござ

いました。本市産業の特徴と強みの把握っていう

ことで、経済センサス等を用いて、ちょっと考察

した部分でございます。 

 ６ページでございますが、ここにつきましては、

平成２１年度と平成２２年度、経済センサスの従

業者数について変化をしております。 

 青が平成２４年度でございます。赤が平成

２１年度でございます。よって、平成２１年から
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平成２４年に対しまして、青色のほうが赤よりも

高くなっている部分については、医療、福祉の部

分と、製造業の部分が目立っているというふうに

ごらんいただければと思います。 

 特に、市内の従業者の分で５,０００人以上の雇

用が発生しておりますのは、製造業と、卸小売り

と、医療福祉といった分野がございます。中で伸

びてるのは製造業と、医療福祉であるというふう

に６ページは御理解ください。 

 また、７ページでございますが、従業員の増加

率につきまして、グラフの中央から左側が増加し

た産業、右側が減少した産業でございます。増加

しました産業のうち、漁業につきましては、上甑

のマグロ養殖の関係だというふうに理解をしてお

りますが、ちょっとこの数字がそのまま使えるか

というと難しい部分がちょっとありそうでござい

ます。 

 ただ一方、電気、ガスの供給の関係、製造業、

サービス業、不動産業等につきましては、プラス

の従業者増を示しております。 

 一方で、右側のほうでございますが、特に注意

しておりますのは、生活関連サービス業部分のマ

イナス、農業、林業のマイナス、宿泊、飲食サー

ビスのマイナスといった部分が大きくはございま

せんが、してございます。 

 今後、強み、弱みの部分から言いますと、ほか

のところ、地域と比較した場合に宿泊、医療サー

ビス、３次産業の部分の伸びる余地というのがあ

るのかもしれないなというふうな部分は捉えてい

るところでございます。 

 次に、８ページにつきましては、この従業者の

増加数を特化係数的に伸び率等のほうを見た部分

でございますが、済みません特化係数だけでなく、

伸び率の、そういったものでございますが、一番

高いのは、セラミック、窯業の関係が一番高うご

ざいます。 

 また、次のページでございますが、従業者の特

化係数、これは、他の地域の従業者の分布を比較

したときにどうなってるのかというふうに見た場

合でございますけど、やはり窯業、セラミックの

関係については、他の地域に比べて某事業者さん

がございますので、高くなっているということが

ございます。 

 それと、水産養殖業につきまして、先ほど言い

ましたマグロの関係でございますので、ちょっと

特化しています。 

 そのほかでは、やはり電気業及びパルプ・製紙

業の関係の割合のほうが特化係数という形からし

ますと青のほうが高くなってきているということ

でございます。 

 一方、電子部品等につきましては、富士通ＦＩ

Ｍの関係がございましたので、また正確な分析に

はなっておりませんが、他よりちょっと変化があ

るところになっているようでございます。 

 そのほか、１０ページからずっと従業者の状況

等入れておりますが、これはまだ必要なことは説

明させていただくとしまして、１４ページをお願

いします。まさしく地域の産業の特性や、強み等

を分析する上で、先ほど申し上げました地域経済

構造分析といったものをイメージ的には実施した

いというふうに考えているところでございます。 

 これは、分析の視点が大きく四つございまして、

市民生活を直接支えてる産業は何なのかというこ

と。二つ目には生きがい市場で外貨を得ている産

業は何があるのか、要するに付加価値をつけて、

外から金を持って、地域を挙げての産業は何があ

るのかということ。それと三つ目が各産業で生み

出された付加価値は地域で循環しているのかとい

うことでございます。稼いだお金が外に出て行っ

てるということでなくて、地域の中できちっと回

ってるのかということでございます。 

 それと、いろんな形でサラリーマンの方なり、

事業者の方、雇用されてる方々が収入を手にされ

るんですけど、それが域内で消費されてるのかと。

逆に給料をもらうけど、収入の８割が地域の外で

消費されてたら地域の経済は回りませんので、こ

ういった部分を見て、分析をしたいというふうに

考えているところでございます。 

 これらにつきましては、国勢調査、経済センサ

ス、国が今回、総合戦略をつくるに当たりまして

ようしてくれましたシステム等がありますので、

アンケート調査と合わせながら御提示させていた

だきたいというふうに考えているとこでございま

す。 

 こういった考え方を説明しながら、１５ページ

でございますが、さきの外部検討委員会におきま

しては、１５ページにお示ししておりますとおり、

特に、想定される課題の方向性としまして、若者

層が市内で働ける魅力ある雇用の場づくり、また

課題解決と特性を生かした産業の振興と雇用の対
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策っていうことでの議論をお願いしておりまして、

お聞きした内容としましては、若者層が働ける魅

力ある職場とはどういったところなのか等々ごら

んの４項目について意見をいただいたところでご

ざいます。 

 次のテーマになっておりましたけども、そのと

きの検討委員会での意見で、さきの第３回の検討

委員会の中では、大きく発言された方々を申し上

げますと、純心大学校さんでありますとか、ポリ

テクカレッジさんでありますとか、商工さんであ

りますとか、特に、最終、学生等を社会に排出さ

れるところで、地域の産業との結びつきはどうか

ということについてでございますが、総称して申

し上げますと、純大さんにつきましては、卒業生

の約ほとんどが県外に出ているという状況、ポリ

テクさんにつきましても、市役所の就職等が某年

ございましたけども、一部は地元に残りつつも多

くは県外に出てるところもあるということでござ

いました。 

 ただし一方で、ポリテクさんにつきましては、

ＬＥＤの研究等を含めて地域の事業者さんとの結

びつきが強まっている中で、企業のほうからも学

生に対する人材的な視点、それと学校のほうから

も地域内企業の見直しという部分が進んできてる

っていうような意見等もいただいているところで

す。 

 それと、商工さんにつきましても、進学であり

ますとか、就職の割合はあるんですけども、子ど

もとしては住みなれたところで地域に残りたいと

いう意向はあるんだけども、やはり地域内の企業

に対する父兄の方々の評価、要するに寄らば大樹

のという形がありますけれども、多くの一部上場

会社で東京とか、大阪にあるようなところに行っ

たほうが安心だよというような声がかりがあるよ

うな部分はありましたけれども、今まさしく企業

連携協議会を中心に学生の企業訪問でありますと

か、企業が持ってる技術等を学生にお知らせしな

がら、地域での雇用につながっていくような連携

を図っているのが現状であるっていう説明をいた

だいたところでございます。 

 そして、全体としましてはテーマを若者の雇用

の部分で議論しておりましたが、今回の総合戦略

の中で、やはりそういう若者の定着、雇用につな

がるような施策の議論というのを詰めていくべき

だというような意見の集約をいただいたところで

ございます。 

 ちょっとはしょって荒い説明になったかもしれ

ませんが、以上でございます。 

○委員長（川畑善照）ただいま、３と４につき

まして同時に説明を受けましたが、これより質疑

に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）６ページなんですが、医療

福祉が製造業とともに従業者がふえている。先ほ

ど、そういう医療介護関係の事業所、そういう医

療介護の政策を充実させることによって、雇用も

ふやせるんではないかというふうにいったんです

が、ここではっきりと雇用もかなりふやしてると

いうことになってるわけで、やっぱりフィードバ

ックしていくべきじゃないかなと。 

 実態がそうなわけですから、産業の振興、雇用

の創出の中に、この医療、福祉の関係も位置づけ

でいくっていうことが必要なんじゃないかなとい

うことが一つ。 

 それから、農業、林業については、大分下のほ

うになってきてるわけですが、ただ、この兼業農

家っていうことを考えると、兼業農家はかなり多

いんじゃないかなと思うんですよね。これは兼業

農家含まれてないというふうに思うんですけれど

も。 

 兼業農家の位置づけというか、そういうものも

考える必要が。やっぱりこれだけ耕作面積が幾ら

かある。米の生産量では県内で一番多いわけであ

って、そういう産業があるんだよと、兼業農家っ

ていう産業があるんだよということはどのように

お考えなのかということ、この２点についてお答

え願いたいと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）ちょっと触れさ

せていただきましたが、医療福祉については

５,０００人以上の雇用がありますので、大きな雇

用の受け皿になってるっていうのがございます。

ここの部分に焦点を当てて、ここの受け皿の部分

をふやすといった政策が必要かどうかっていうの

は議論をしてみたいというふうに思います。 

 議論しませんということではなくて、きちっと

そういったのがありますので、今後、外部検討委

員会の中でも受け皿の部分を強化できるような施

策はないのかというような意見は出るのはありま

すので、議論を深めてみたいと思います。 

 一方、もう一つ御質問いただきましたが、農業、

林業の関係でございますけど、兼業農家は確かに
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一定程度ございますが、ここの分析の際に用いて

おりますのは、基本的に若い方々や新たに職を求

める方々が、雇用の受け皿として見たときに、兼

業をされてるもう一つ営みを維持しているほうの

サラリーマンなのか、企業に勤めておられるのか、

そこらへんの部分等が密接にかかわりますので、

単に兼業の農家さんを視点にして、兼業の従事者

を視点にしただけじゃ、ちょっと分析のほう難し

いというふうに考えているというところでござい

ます。 

 特に新たな雇用の拡大を考えますと、やはり先

ほど人っていう話もありましたとおり、農業の部

分に従事される方々がおられるのか、おられない

のか。そこら辺の部分も関わりますので、ここの

兼業の部分について整理をしてというのは、ちょ

っと今のところ想定はしていないところでござい

ます。 

 全体としては、やはり雇用の生めるところに雇

用を発生させる、もしくはその伸びる余地のある

ところに雇用を生み出していく。それが若い方々

のニーズとマッチしたような形になっていくのか

というのは、その見ていく作業になろうと思って

おりますので、意見としてはお伺いしておきます

けれども、ちょっと整理のほうは難しいかなと思

っております。 

○委員（井上勝博）整理するのは難しいかもし

れませんけれども、ただ、都会と比べて特に鹿児

島の場合は、賃金が平均賃金が低いという中で、

しかしやはり鹿児島に魅力を感じている人たちと

いう中には、やっぱり兼業もできると、それで、

一定の不足分を満足できるところまでできるわけ

じゃないけれども、自分が食べる分と、少し売っ

てお金になる部分というものがあって、この地域

に住めると、もし、兼業ができなくなったら、も

っと人口流出が激しくなるんじゃないだろうかな

というふうに思ったもんですから、そういう意見

を述べました。 

 ぜひ、反映させていただきたいと思います。 

○委員（川添公貴）先ほどの学校の先生たちの

話で、要は受け皿という問題が最終の結論のとこ

だろうと思います。 

 一つ目として、看護師学校ですか、全国の中で、

鹿児島県は看護師さんの輸出県と言われるぐらい、

一番県外に出ていかれる。なぜかというと、賃金

です。それともう一つが、病院と契約をして、病

院からお金をいただいて何とかっちゅう、そうい

う制度があって、そういうの出ていかれる。そこ

で、考えてほしいのが、政府が出している奨学金

制度があるんで、大学生等について、ただ、貸し

付けをして地元の企業に勤めると返さなくていい

という制度、たしかお渡ししたはずです。持って

るんで。そういうのも提案されながら、検討して

いけば、結論として受け皿がなけりゃどうにもで

きないんでしょうけど、受け皿つくろうというこ

とができるっていう前提で、まずは動いてみてほ

しいというのが１点。 

 ２点目、まず陶業については、これは大企業な

んで、これは別カウントをして、別で把握をして

いくべきだろうと思います。これは、全国的な企

業となると、やはり社会情勢等を考えないと厳し

いのかなと思います。それを踏まえて平成２１年

から平成２４年について、６ページなんですが、

建設業が大きく伸びてるわけです。さっき言った

のは医療福祉の部分なんですが、建設業が伸びて

いるということに関連して卸小売り、それから、

宿泊等が伸びてきている。ということは、本市は

農業も基幹産業であるが、建設業、そういう公共

事業、それに付随する運送業とかあるんですが、

が、やはり大きな基幹産業であろうと思います。 

 当時、民主党政権において事業仕分けなるもの

があって、ものすごく景気が疲弊したわけですよ

ね。そっから今持ち直そうと努力をしてるんで、

その中で、何で２番じゃいけないんですかって言

ってる人もおったわけで、やはり一番じゃなきゃ

いけない。そういうことを鑑み、こっから見えて

くるのはその数字だと思うんですね。だから、そ

こにれいめい高校の電気科とか、機械科の子ども

に、よくたまに通学してる子に話をするんですけ

ど、「就職どげんすっとか」って言うと、いろい

ろあるんで県外に行くと、ほとんどです。そこを

何とかとめたいというためには、ここに力を入れ

て、そういうのをこれからの強みの一つとして、

やはり打っていくべきなのかなとは思います。 

 公共事業をふやせと言いたいんですけど、言い

ません、あえて。そこは努力して、密度を濃くし

ていけばなるんじゃないか、ちゅうのは、先ほど

意見も出たんですけど、兼業農家、昔建設業と言

えば、土建業と言えば兼業農家が多かったんです。

田植えのころは仕事がありませんから、田植えを

して、稲刈りの時期は稲刈りに行く。その間を建
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設業で働いていた。で、低賃金でよかったんです。

しかし今は、最低賃金は６９４円でしたっけ、

３円でしたっけ。そういう状況なんで、やはりそ

この市としてももう一つ作戦としてやらなきゃい

けないのは、低賃金の底上げを図る。本市独特に。 

 例えば、低賃金特区という形に持ってきて、一

つの水準、７３０円とか、ただしその７３０円で

雇った企業さんに対しては補助出しますよと。ほ

かとのバランスがとれませんから、整合性は、県

として取れないんで、そういう策をぜひ、取り組

んでみてもらいたい。取り組んでみてできなきゃ

それでいいです。取り組んでみてもらいたいとい

うのが意見です。何かありましたら、時間があり

ませんので、早口で申し訳ない。 

○企画政策課長（上大迫 修）奨学金制度につ

いては、資料もいただいておりますし、把握をし

ております。都会の大学に進学された方が地域に

戻るようなインセンティブとして定着したら奨学

金の一部を減免するような制度がございますので、

これは検討したいといいますか、やるべきだとい

うふうに考えておりますので、頭の中には入って

おります。 

 あと、建設業の部分等の意見等をいただいてお

りますが、確かに一定程度、先ほどの数％と申し

上げましたけど、雇用の受け皿となっているのは

確実でござます。 

 事業費のほうがふやせない中にも、いざ、災害

とか考えますと、一定の雇用をキープし続けるっ

ていうのは重要な施策でもあり、高齢化が進んで

おりますので、事業の継承とか新陳代謝といった

部分なんかで、広く全産業的な政策も議論しない

といけないと思っておりますので。ただ、一方で

この産業に力を入れるという一部的な、特化した

政策とはちょっと一線を画した状態の中で、やは

り事業の継承とか、新陳代謝の促しといった部分

の政策の議論はできないかというふうに議論して

みたいと思います。 

 それと三つ目の最低賃金の話はなかなか難しゅ

うございますが、ただ、先ほど人の問題でもあり

ましたとおり、正規雇用と非正規雇用の問題であ

りますとか、労働環境の問題といった仕組みとは

違って、本当の環境づくりとの部分等があります

ので、ここらについては、今私どもも議論してい

る最中でございます。ただ、この国の大きな政策

の中で、市としてどういったことが事業者の皆さ

んと一緒に取り組めるのか、ちょっと知恵を出さ

ないと写し書きのレベルに終わってしまいかねな

いところもありますので、ここはちょっと事業者

の皆さんと話をしながら、具体的にかけるものが

あったら書いてみたいというような思いは持って

いるところでございますので、お知恵をお貸しい

ただきたいと思います。 

○委員（福元光一）きょうは、こうしてまた資

料を見て、各委員いろいろ意見も出ましたが、課

長が一番最後に大事なやる気の言葉を発せられま

した。知恵を出してっていうことですね。先ほど、

小田原委員からもありましたが、必ずやり遂げる

と、この書類に載ってるのは、今まで行政がやっ

てきたこと、議会も一緒に協議をして。これから

は、行政だけでやるんじゃなくて、議会と一緒に

やろうという気持ちを持つ会議、行政からこうし

て書類が出てきても、数字も書いてなければ、こ

れを特別委員会でもんで、ただ、議員の発言をあ

んたたちが聞いて帰るっていうだけの参考にする

というような委員会になるような気がして。だか

ら今までこうしていろんなここの４ページ、

５ページにも書いてありましたが、これは今まで

やってきたことです。 

 例えば、安心できる子育て環境づくり、待機児

童の解消、ここに保育園のもろもろ書いてありま

すけれど。これを今までやってきてどうだったと、

どうだったからこれからはどうしようというのを

行政だけで考えるのもいいんですけど、議会も含

めて、これからどうしようと。それで５年後には、

数字を目標を出してここまではたどり着こうとい

う、やはりそれがないと、人口減とか、人口増と

かっていうのは、計算をしてできるもんではない

と思います。自然についてくるもんだと思います

から、やはりこれは今課長の言葉を信じて、知恵

を出していきましょうよ。行政だけではなくて、

議会もひっくるめて。それで議会にこうして提出

する書類はこういうもんも大事かもしれませんが、

新たにこういう共同体で、行政と議会と一緒にや

りましょうという提案を今度はあなた方から提出

してください。そうすると、議会もそれでよかと、

後には引けない立場になるわけですから。知恵を

出してください。よろしくお願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）応援いただきま

してありがとうございます。 

 今、第３回の検討委員会の資料までお手元にお
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届けをさせていただきまして、今回で説明を終え

させていただきますけども、第４回、第５回の段

階では、それぞれの雇用の部分、地域づくりの部

分、子育ての分で、どういった方向でいくのかと

いう具体的な取り組みの施策がイメージできるよ

うに資料を準備してまいりますので、果たしてそ

れでいいのか、まだやるべきことはないのかとい

った部分で意見を深められたら、今、御指摘のあ

った部分の熟度が上がると思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

○委員（福元光一）やはり、一歩踏み込んで、

例えば、私が今言いましたように、待機児童の解

消、これは今までやってきたこと。保育園等の定

員の増加、運営支援、保育士の確保、これを今ま

でやってきて、今までやってきた結果はこうだっ

たと。まだ待機児童は、どんどんどんどん保育園

ができてもまたふえる。ふえるんじゃなくて、ま

だいた、まだいたという状況なんですから、隠れ

待機児童って私は言うんですけど、親が保育園が

ないから出さないというのができると、またふえ

てくるんです。 

 で、ありますから、ここを一歩踏み込んで、今

まではこうしてきたけどこうだったっていう書類

を課長、部長につくってくださいというんじゃな

くて、職員がたくさんおるわけですから、そこの

ところを提出していただきたい。それで、ここに

出てきたように、全部で１００％とは言わないけ

ど、全部今までやってきたことですよね。これを

また、第１回目のときに、今までやってきた行政

のやり方間違っとったんですかと私は質問したん

ですけど、間違ってはいないんだけど、少し知恵

が足らなかったというところがはっきりとわかっ

てくると思います。同じことをこうして出してく

るっていうことは、やはり次に一歩進みましょう

ということですから、そうしてください。 

 どうですか、課長。 

○企画政策課長（上大迫 修）これまでの結果、

何が悪かったか、その数字的なものということで

ございます。数字が出せる、出せないの部分って

ちょっと難しいところはありますけども、今これ

をしてるんだけど、解決できなかったから今の状

態で継続します。もしくは、足りなかったので、

ここまで政策としての質を上げますよといった部

分はどうしても議論いただく場でございますので、

そういった説明ができるように努力したいと思い

ます。 

○委員（中島由美子）賃金福利厚生という部分

は本当に大事な部分だと思うんですね。そこのあ

たりでやっぱり転出していく、県外に出ていくっ

ていうところがあると思うんです。そこで、今回

担い手３法というのをつくられて、結構、そのこ

とで若手を確保できているっていうのがあるんで

すけど、そのあたりはきちっと把握をされている

のか、そしてまた、これをしっかり使って、企業

等にもお知らせいただいて人材確保っていうのか

な、転出を食いとめていただきたいと思うんです

けど、どうでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）直接ではござい

ませんが、今、発言にあられたような指針につい

ては、担当課との協議をする中で国の制度として

やってるものと、県の制度としてやるもの、市と

して動ける範囲というようなのをちょっと議論し

ておりますので、今、御発言、アドバイスいただ

いた分も含めて議論を深めたものとして整理をし

たものをお出しさせていただくように、取り組み

ます。 

○委員（井上勝博）私、先ほど聞き逃したのか

なと思うんですけど、検討委員会での意見等につ

いても、あわせて報告あったわけですね。それで、

具体的な資料としては、１５ページのところが意

見であるということじゃなくて、ここはお聞きし

たいということになっていますよね。口頭で意見

がこういうのがありましたよということを述べら

れたわけですか。そこら辺が、どこからがその意

見なのかがよくわからなかったもんですから。 

○企画政策課長（上大迫 修）済いません。早

口でございました。 

 先ほど、純心大学の関係のとか、ポリテクの関

係者からこういう発言がありまして、全体として

は、一生懸命取り組むべきだということで取りま

とめとなりましたといった部分が出された意見と

いうふうに御理解ください。 

 なお、出された意見等につきましては、ホーム

ページ等のほうでも取りまとめた内容というのを

オープンにしておりますので、御確認いただけれ

ばというふうに思ってるところでございます。口

頭の説明となりましたので。ペーパーとしては出

ておりませんので。 

 今、川添委員がお持ちの部分につきましては、

第３回、第２回までの検討委員会の中で時間の限 
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られた時間でしたので、各委員からほかにおっし

ゃりたいことはないですかということで取りまと

めたものです。 

その、お手元のペーパーには、今、まさしく委員

会で議論いただいているようなことや、まだこれ

から議論いただくことの全てが載っておりますの

で、機会がありましたらお目通しいただければ、

また議論が深められると思います。よろしくお願

い申し上げます。 

○委員長（川畑善照）ほかにないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑はないと認めます。 

 以上で、産業の特徴と強みについてと、検討委 

員会での意見等についてを終わります。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（川畑善照）本日の委員会は、以上を

もって閉会したいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会は、以上をもって閉会い

たします。 

 次の委員会は、９月１６日水曜日、または

１７日木曜日、午前１０時からを予定しておりま

すが、日程が確定しましたら御連絡を申し上げま

す。 

以上で終わります。 
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